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１ 特定事業用建築物の所有者等の義務 

 

  尼崎市では、尼崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例（令和５年４月１日施行）（以下「市

条例」といいます。）において、多量の事業系廃棄物が発生する大規模な事業用建築物（以下「特定

事業用建築物」といいます。）での、廃棄物の減量及び適正処理の確保を図るため、特定事業用建築

物の所有者等に対して、廃棄物の減量に関する計画を作成すること及び廃棄物の管理責任者を選任す

ることを義務として定めています。 

 

 

（１）特定事業用建築物とは 

市条例第１１条第１項において定める「特定事業用建築物」とは、以下のア、イのいずれかの要

件に該当する建築物です。 

 

 ア 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」第２条第１項に規定する特定建築物 

   ≪特定建築物≫ 

    事務所、店舗、興行場、百貨店、図書館、美術館、博物館、旅館、ホテル、遊技場、学校（研修

所も含む。）で住居、駐車場部分を除く延床面積が 3,000平方メートル以上の建築物が対象となっ

ています。 

なお、学校教育法第１条に規定する学校については 8,000 平方メートル以上のものが対象とな

っています。 

 

 イ 「大規模小売店舗立地法」第２条第２項に規定する大規模小売店舗 

   ≪大規模小売店舗≫ 

    店舗面積（延床面積）が、1,000平方メートルを超えるものが対象となっています。店舗面積と

は、小売業を行うための店舗の用に供する床面積です。飲食、サービスを行うための店舗の用に供

する床面積は含まれません。 

 

 

 

 

 

 

 

  

● 複数の建築物が同一敷地にある場合 

原則として、義務（廃棄物の減量に関する計画の作成及び管理責任者の選任）の対象となる特定建

築物は、棟単位としますが、同一敷地内において共通の用途に供され、廃棄物の処理及び保管が一体

として行われる複数の特定事業用建築物は１棟の建築物としてみなすことができます。 
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（２）所有者等とは 

特定事業用建築物の「所有者等」とは、以下のア～オのいずれかの者をいいます。 

 

 

  

ア その建築物の所有権を有する者 

イ その建築物が共有又は区分所有である場合、管理組合の代表者 

ウ その建築物が共有又は区分所有である場合であって、管理組合が構成されていない場合、そ

の共有者又は区分所有者から選ばれた代表者 

エ その建築物の全部を所有者から賃借その他の理由により、事実上占有している者 

オ その建築物の所有者から、その建築物の維持、清掃業務等の管理にとどまらず、その建築物

の総合的な管理権限を与えられている者 
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（３）特定事業用建築物の所有者等の義務の内容 

 

ア 「廃棄物管理責任者」の選任と届出（本手引 ６ページ参照） 

   特定事業用建築物の所有者等は、特定事業用建築物の棟ごとに、「特定事業用建築物減量計画

書」の立案や、「特定事業用建築物減量計画書」に基づく事業系廃棄物の減量及び適正な処理に関

する業務等を担当する「廃棄物管理責任者」を選任し、市長に届け出なければなりません。（市条

例第１１条第２項） 

 

イ 「特定事業用建築物減量計画書」の作成と提出（本手引 ８ページ参照） 

   特定事業用建築物の所有者等は、廃棄物の減量と適正処理に関する「特定事業用建築物減量計画

書」を作成し、市長に提出しなければなりません。（市条例第１１条第１項） 

 

 

● 「廃棄物管理責任者」を選任しない場合や、「特定事業用建築物減量計画書」の提出がない場

合、「特定事業用建築物減量計画書」に従った減量を行わない場合などは、市条例に基づき指導

の対象になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

尼崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例（抜粋） 

 

（特定事業用建築物の所有者等の義務等） 

第１１条 全部又は一部を事業の用に供する建築物で規則で定めるもの（本市の区域内に存

するものに限る。以下「特定事業用建築物」という。）の所有者若しくは区分所有者（事業

の用に供する部分の区分所有権（区分所有法第２条第１項に規定する区分所有権をいう。）

を有する者に限る。）又は特定事業用建築物を管理する者として市長が別に定める者（以下

これらを「特定事業用建築物の所有者等」という。）は、市長が別に定めるところにより、

廃棄物の減量及び適正処理に関する計画（以下「減量計画」という。）を作成し、市長に提

出しなければならない。当該減量計画を変更したときも、同様とする。 

２ 特定事業用建築物の所有者等は、その特定事業用建築物に係る減量計画の立案並びに当

該減量計画に基づく廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当させるため、市長が

別に定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、市長に届け出なければならない。

当該廃棄物管理責任者を変更したときも、同様とする。 

３ 市長は、特定事業用建築物の所有者等が前２項の規定に違反し、又はその特定事業用建

築物に係る減量計画に従って廃棄物の減量及び適正な処理に係る措置を講じていないと

認めるときは、当該特定事業用建築物の所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう指導し、

又は勧告することができる。 
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２ 廃棄物管理責任者の選任と届出 

 

（１）廃棄物管理責任者の選任について 

廃棄物管理責任者には、廃棄物管理責任者の業務内容を踏まえ、当該建築物における廃棄物の管

理について責任と権限を有する者を１名選任してください。 

 

※１ 資格等は必要ありません。 

   ※２ １名によることが困難な場合は、複数の廃棄物管理責任者を選任することも可能です。 

 

また、廃棄物管理責任者が、同時に複数の特定事業用建築物の廃棄物管理責任者とならないよう

にしてください。ただし、廃棄物管理責任者の業務を遂行するにあたり、特に支障がないと認める

ときは、複数の特定事業用建築物に、同一人の廃棄物管理責任者を選任することができます。 

 

● 廃棄物管理責任者の業務 

廃棄物管理責任者には、廃棄物の減量推進及び廃棄物の適正処理のために、以下の業務を行って

いただくことになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）廃棄物管理責任者の選任期限 

特定事業用建築物の全部又は一部が事業の用に供された日から３０日以内に、廃棄物管理責任者

を選任してください。 

なお、市条例施行日前（令和５年３月３１日まで）に、特定事業用建築物の全部又は一部が事業

の用に供されている場合、令和５年４月３０日までに廃棄物管理責任者を選任してください。 

 

特定事業用建築物の供用開始時期 選任期限 

市条例施行日前（令和５年３月３１日まで）に、特定事業用

建築物の全部又は一部が事業の用に供されている場合 

令和５年４月３０日 

市条例施行日以降（令和５年４月１日以降）に、特定事業用

建築物の全部又は一部が事業の用に供される場合 

特定事業用建築物の全部又は一部が事

業の用に供された日から３０日以内 

  

○ 廃棄物保管場所の整備や管理に関すること 
○ 特定事業用建築物から発生する廃棄物の種類及び処理方法の把握に関すること 
○ 特定事業用建築物における廃棄物の減量及び適正処理の実施に関すること 

 ○ 特定事業用建築物減量計画書作成に関すること 
○ 特定事業用建築物の占有者や利用者等に対する廃棄物の減量及び適正処理に関する指導

と啓発に関すること 
 ○ 特定事業用建築物の所有者等、占有者、廃棄物処理業者等、関係者との連絡及び調整  

など 
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（３）廃棄物管理責任者選任（変更）届出書の提出 

 

 ア 提出期限 

   廃棄物管理責任者を選任した場合、選任の日から速やかに「廃棄物管理責任者選任（変更）届出

書」を提出してください。 

   廃棄物管理責任者を変更した場合も、変更の日から速やかに「廃棄物管理責任者選任（変更）届

出書」を提出してください。 

   なお、市条例施行日前（令和５年３月３１日まで）に、特定事業用建築物の全部又は一部が事業

の用に供されている場合、「廃棄物管理責任者選任（変更）届出書」は令和５年６月３０日までに

提出してください。 

 

イ 様式 

   「廃棄物管理責任者選任（変更）届出書」の様式については、市ホームページから 

ダウンロードすることができます。 

 URL：https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/kougai/jigyohaiki/1030951.html 

 

 

 

  

【提出方法】電子メール、郵送、FAX又は持参 

 

【提 出 先】〒660-0842 兵庫県尼崎市大高洲町８番地 

      尼崎市 経済環境局 環境部 資源循環課 

      TEL（06）6409-1341 FAX（06）6409-1277 

      MAIL ama-gomigen@city.amagasaki.hyogo.jp 
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３ 特定事業用建築物減量計画書の作成と提出 

 

（１）特定事業用建築物減量計画書の作成 

   特定事業用建築物減量計画書とは、４月１日から翌年の３月３１日までの１年間の、当該建築物

における廃棄物の減量・リサイクルと適正処理に関する計画を記載したものです。 

以下の作成手順を参考に、当該建築物から排出される廃棄物の処理方法や減量の取組などを把握

し、特定事業用建築物減量計画書を作成してください。（記入例は、本手引 １３ページを参照く

ださい。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 特定事業用建築物における減量・リサイクルの取組については、可能な範囲で占有する事業者（テ

ナント）への聞き込み等を行っていただき、当該建築物内における減量・リサイクルの取組を記入い

ただきますようご協力をお願いいたします。 

  

● 計画期間 ４月１日から翌年の３月３１日までの１年間 

 

● 作成手順 

①発生する廃棄物の種類の確認 

 ・占有する事業者（テナント）への聞き込みや、廃棄物保管庫に保管されている廃棄物を確認する

などして当該建築物から継続的に発生する廃棄物の種類を確認してください。 

②廃棄物の処理先の確認 

 ・廃棄物の種類ごとに収集運搬業者等を確認してください。 

 ・廃棄物の種類ごとに運搬先や処理・リサイクル方法なども確認してください。 

③廃棄物の処理方法の見直し 

・廃棄物の処理方法が、法令で定める方法に従っていなかった場合、処理先の変更や廃棄物の排出

者（社内の各部署やテナントなど）への指導など、適正処理の措置を講じてください。（法令で定

める廃棄物の処理方法は、市ホームページや「事業系廃棄物適正処理ルールブック」（令和５年１

月下旬配布予定）を参照ください。） 

④現在取り組んでいる減量やリサイクルの取組の確認 

・占有する事業者（テナント）へ聞き込み等して、当該建築物内における減量等の取組を把握して

ください。 

⑤廃棄物の排出見込量の増減の把握 

 ・占有する事業者（テナント）への聞き込みや、今年度の事業見通し等を踏まえ、廃棄物の排出量

の大幅な増減の見込みがないか確認してください。 

⑥減量・リサイクルの取組内容の検討 

・廃棄物の種類や減量・リサイクルの取組状況を踏まえ、減量・リサイクルが可能な点を検討して

ください。（減量・リサイクルの取組は、本手引１０ページを参照ください。） 

 

 



9 

 

（２）特定事業用建築物減量計画書の提出 

 

ア 提出期限 

「特定事業用建築物減量計画書」は、毎年６月３０日までに提出してください。 

 

※新たに特定事業用建築物に該当することになったときの、最初の特定事業用建築物減量計画書

の提出について 

特定事業用建築物が事業の用に供さ

れる日 

特定事業用建築物減量計画書 

計画期間 提出期限 

１月１日から３月３１日の間に、 

特定事業用建築物の全部又は一部を

事業の用に供する場合 

その年の４月１日から翌年

の３月３１日までの１年間

における計画 

その年の６月３０日まで 

４月１日から１２月３１日の間に、

特定事業用建築物の全部又は一部を

事業の用に供する場合 

翌年の４月１日から翌々年

の３月３１日までの１年間

における計画 

翌年の６月３０日まで 

 

 イ 様式 

   「特定事業用建築物減量計画書」の様式については、市ホームページからダウンロード 

することができます。 

 URL：https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/kougai/jigyohaiki/1030951.html 

 

 

 

 

 

  

【提出方法】電子メール、郵送、FAX又は持参 

 

【提出先】〒660-0842 兵庫県尼崎市大高洲町８番地 

     尼崎市 経済環境局 環境部 資源循環課 

     TEL（06）6409-1341 FAX（06）6409-1277 

     MAIL ama-gomigen@city.amagasaki.hyogo.jp 
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４ 廃棄物の減量・リサイクルを進めていくために 

 

  廃棄物の減量・リサイクルを効果的に進めるためには、計画的・組織的に進めていくことが重要で

す。その一般的な手順は以下のとおりです。 

「特定事業用建築物減量計画書」に記載の具体的取組例や、「事業系廃棄物適正処理ルールブック」

（令和５年１月下旬配布予定）を参考に当該建築物で実践可能な取組がないか検討いただき、廃棄物の

減量・リサイクル推進にご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①現状の認識 

 当該建築物から排出される廃棄物の種類と処理方法（保管方法、収集運搬方法、運搬先、

処分・リサイクル方法）について、現状を認識する。 

②推進体制の構築 

 廃棄物管理責任者を中心として、当該建築物内の減量・リサイクルを実行していく責任者

や所属ごとの担当者を決める。 

 減量を推進するにあたり、当該建築物の所有者等が３Ｒ（リデュース、リユース、リサイ

クル）の考え方を基に、廃棄物の減量に取り組む方針を明確に示し、方針や宣言（環境方針

など）として周知を図ることも有効です。 

③廃棄物の排出量などの把握と目標 

 廃棄物の排出量などを把握して、３Ｒの考え方を基に処理方法改善の目標や廃棄量・リサ

イクル量などの数値目標を設定する。 

④減量・リサイクル方法の検討と実施（３Ｒの実施） 

 廃棄物管理責任者を中心に、減量・リサイクルの実施方法を検討し、事前に関係業者（収

集運搬業者やリサイクル業者）とよく相談したうえで、実施方法を決定する。 

当該建築物内の各排出者へ分別ルールや排出場所など周知して、取組を実施する。 

⑤減量・リサイクル状況のチェック 

 減量・リサイクルへの実施状況を分析し、新たな目標設定や減量・リサイクル方法の改善

などにフィードバックする。 
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５ 立入検査 

 

 尼崎市では、事業系廃棄物の減量・リサイクルが効果的に実践されているか、廃棄物が適正に処理さ

れているかについて、当該建築物に対し立入検査を行い、助言や指導を行います。 

  既存施設は原則２年おきに検査を行います。(立入検査の結果によっては、２年連続して立入検査を

行う場合もあります。) 

なお、特定事業用建築物に該当することになった建築物については、最初に提出する特定事業用建築

物減量計画書の計画対象年度に立入検査を行います。（条例施行初年度を除く。） 

  立入検査では、以下の「立入検査での確認事項（例）」の確認を行います。 

廃棄物管理責任者（廃棄物管理責任者の立会いが難しい場合は、廃棄物の処理等の担当者）において

は、立入検査での立会いにご協力お願いいたします。 

 

● 立入検査での確認事項（例） 

廃棄物の区分及び処理状況 ①発生する廃棄物の内容の把握状況 

②廃棄物の区分の把握状況 

③廃棄物の処理状況（契約書等の確認） 

④排出量の把握方法（排出量を把握している場合） 

廃棄物の分別と保管状況 ①廃棄物の分別方法 

②廃棄物の管理方法 

廃棄物のリデュース（発生抑制）

等の取組状況 

①分別排出の徹底 

②紙類の削減、リサイクルの徹底 

③食品ロス削減の推進 

④プラスチックごみ削減の推進 

⑤消費者に対するＰＲの推進 

⑥その他 

リサイクル（再生利用）可能な廃

棄物の適正処理状況 

①紙 

②びん、缶、ペットボトル 

③その他 
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６ 提出書類の記入例 

 

（１） 廃棄物管理責任者選任（変更）届出書 

 

 

 

  

立入検査の日程の調整等はメールで連絡

させていただきますので、 

メールアドレスは必ず記入ください。 

廃棄物管理責任者を変更した場合は、解任の欄に

前任の廃棄物管理責任者の氏名を記入ください。

（新たに特定事業用建築物となった場合は、解任

の欄への記載は必要ありません。） 

届出者は、「建築物の所有者等」を 

記載してください。 

代表者印等の押印は必要ありません。 

 

選任の日から速やかに届け出てください。 
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（２）特定事業用建築物減量計画書 

 

  提出者は、「建築物の所有者等」を 

記載してください。 

代表者印等の押印は必要ありません。 

用途ごとに記入してくだ

さい。記入欄が不足する

場合は、行を追加又は別

紙に記入ください。 

室内・室外問わず記入ください。 

保管場所が複数ある場合は別紙に

記入ください。 
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建築物で継続的に発生する廃棄物の種類について、処理方法を以下の【処理方法】から該当す

るものをすべて選択してください。 

記載のもの以外の廃棄物が発生する場合は、行を追加し、廃棄物の種類を記載してください。 

持込先（処理施設）まで自ら運搬している場合は、収集運搬業者名等の欄に「自ら運搬」と記

載し、持込先及び処分方法をそれぞれ記載ください。 

前年度とは、前年４月１日から３月３１

日まで、今年度とは今回提出する減量計

画書の計画期間（４月１日から翌年の３

月３１日まで）を指します。 
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当該建築物において実施す

る減量の取組全てにチェッ

クをつけてください。 

その他欄は自由記入です。 


